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支援制度のカードの一例（被災者生活再建カード）

被災者の生活再建と専門家による支援の役割

みらいちゃん はなたろう まもるくん

災害CMに関する地方公共団体及び関係民間団体向け説明会（静岡）



被災者が直面する４つの不安

被 災 当面の住まい問題

修理？

建替え？

引越し？

再建方法の悩み 再建の完了

再建の為の

お金の不安
生活・健康面

の不安
情報がない

不安
相談相手が
いない不安

被 災 者 の  不  安

保健師さんなどプロによる
サポートがされやすい これまで十分には対応されてこなかった
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再建の為の

お金の不安
情報がない

不安
相談相手が
いない不安

これまで十分には対応されてこなかった

支援者、行政職員、社協職員、自治会、ご近所さん

みんなで 支援制度の知識 を得て

みんなで 情報を伝えあって、 支援や再建から
取り残される人がでないようにすることが大切
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弁護士などの専門家は被災者相談でこんなことをしてます

傾
聴

情
報
提
供

申
請
同
行

現
地
調
査

行
政
要
望

生
活
再
建
支
援

・精神的支援
・いま被災地で何が起
き、何が必要なのかの
現状把握

・支援制度の情報提供
・住宅の応急対応助言

・助言で終わらず、
申請までを支援す
る

・弁護士が建築士、技術
士などの専門家と被災家
屋や崩れた崖の調査に

・把握した事実に基づき
行政に施策を要望したり、
日々の相談内容を市町
にフィードバックする

・最終的な生活・住宅
の再建の相談相手に
（支援制度の活用助言）
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令和元年台風１９号
（静岡県内全体の数字）

熱海市土石流災害
（熱海市の数字）

静岡の災害に対する弁護士など専門家の相談支援（単位は件数）

令和４年台風１５号
（静岡市の数字）

0
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令和元年台風１９号

浸水世帯 現地相談 電話相談
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８３ ４３
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熱海土石流災害

全半壊世帯 現地相談 電話相談
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２１５

３４
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台風１５号（静岡市）

浸水棟数 現地相談 電話相談
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約１１００

１５２
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相談率・相談件数の大幅な上昇

被災者の相談率の
大幅な上昇

被災者の相談件数の
大幅な上昇



発災直後からの静岡県弁護士会の活動（時系列）

熱海市伊豆山土石流災害時と、令和４年台風１５号での大きな違い

➡ 台風１５号では、発災９日後に役所内に専門士業の相談窓口を設置したことで、断水問題ばかりに注目されるなか

実は大量の住まい難民が存在するという重大な事実に気づけた （その後、行政に対する要望活動へ）
7



ご相談が
多かったベスト４

浸水約１万棟の令和４年台風１５号（静岡）で特に多かった相談は何か

出典：令和４年台風１５号での静岡県災害対策士業連絡会及び静岡県弁護士会による被災者相談の統計データ
※合計約１３００件の被災者相談のうち約７００件の相談データから作成
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●先日、市から書類の束が届いた。よく分からないので、自分がどのような支援を受けられるか聞いてみたい。

●今後、何をどういう順番で取り組んでいけばいいのか分からない
（何日間も眠れていない方で、心のケアが必要だと思いました）

●市から被災者支援制度の案内文書が届いたが、見れば見るほど分からなくて相談に来た。自分が使える支援制度を
知りたい

●これまで一度も私にきちんと説明してくれた人が居なかったので、初めて説明してもらえて嬉しい

●当日の被害の精神的不調が大きく、話をきいてもらう人に救いを求めたい思いで相談にきた

●1階が浸水して未修理で、自宅に住むのが辛い

●相談者には夫と発達障害の子供あり。母の介護もあるところに今回の父の被災。とても一人で抱えきれるものではなく、
相談できる人もいなかった模様。途中何度もつらさを思い出しては泣かれてた

●何から手をつけていいかわからない、どうしたらいいのか教えてほしい（非常に混乱した様子だった）

●床上浸水したが、どうすればよいかわからない。今後の方針で妻とけんかになり、妻ともども精神的に参っている

●修理するか建て替えか判断できない。仮設にも移動が大変。色々悩んで憂鬱になる。

水害相談を担当した弁護士が当時の被災者相談票に書き残した内容

調査協力：鈴木秀昌弁護士（第二東京弁護士会）令和４年台風１５号災害（静岡市）
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弁護士、建築士
などの専門家
が助言した内容
の圧倒的1位

専門家相談 １３００件の相談に対する助言の多くは公的支援制度

出典「令和４年台風１５号災害無料相談 相談データ集計分析結果 2023年４月 静岡県弁護士会
（分析協力：第二東京弁護士会・鈴木秀昌弁護士）に筆者加筆

10



弁護士の水害生活再建支援フロー（一例）

水害で被災
（罹災証明を申請）

全 壊
大規模半壊
中規模半壊
半  壊
準   半   壊
一 部 損 壊

自治体による
住宅の被害調査

11

住まい再建
の選択

修理を決断

建替えを決断

転居を決断

何もできない
決められない

罹災証明書の交付

● 住まい困窮
者を自治体に
つないだり応
急復旧の助言
● 支援制度
の全体像
を説明

● 自治体の
調査担当課
と二次調査
の判定基準
の話し合い

● 再調査
による判定
変更の流れ
について
助言する

● 表やカード
を使いながら、
修理、建替え、
転居の場合の
支援制度の
情報提供

● 表を使って、
支援制度利用
のもれがない
か確認

● 相談相手に。
包括や行政に
つなぐ



写真（令和４年台風１５号） 全国からの応援も含め、延べ１２００名以上の弁護士、司法書士、建築士などの専門家が対応しています（現在も）

役場での
現地相談会 ・罹災証明をとりにきたり、各種申請にきた被災者さんと出会いやすい

・相談後に、相談者とそのまま支援制度の申請ブースに同行できる
・自治体職員とも問題意識を共有しやすい（被災者のために一緒に悩み、動く）

★さらに士業合同相談のメリット
（司法書士さんは、弁護士のマンパワー不足を一体として補ってくれる）
（建築士さんは、修理、解体の相談や、罹災証明書の判定変更の助言をしてくれる）
（税理士さんは、雑損控除や、事業者への税務上の助言をしてくれる）
（行政書士さん、社労士さんは、各種補助金、税の減免など細かにサポートしてくれる）

役場内に相談ブースを設置する利点
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区役所３か所で
土日祝日含め

毎日相談会を開催



水害相談を開催しても電話が鳴らない、誰も来ない問題？

相談者の約半数は、自治体からの情報や、自治体職員の声掛けで専門家相談に来場
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〇 行政との連携はそもそも被災者と出会うために不可欠
〇 行政職員に、弁護士の被災者支援活動の内容や意義を知ってもらう
〇 狭義の法律相談だけでなく、被災者の話し相手になり、よき相談者になり、

必要な支援制度の情報提供をしていることを知ってもらう
〇 弁護士会の支援活動の理解者、ファンになってもらうことが集客上大切に

行政職員さんだけで
なく、社協職員さん、
NPOの皆さん、自治
会の皆さん、市民の

皆さんすべてに
共通します



残る浸水痕跡と災害廃棄物屋根上まで浸水した大量の自動車

被災地区での自治会館
などでの出張相談会

災害NPO団体（集客、場づくり、サービス）や
自治体（出張申請窓口設置）、ボランティアセンター（ボランティア

出張受付）と合同実施できるかが鍵）
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残る浸水痕跡と災害廃棄物屋根上まで浸水した大量の自動車

発災直後の被災地区相談会でお配りした資料の例
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残る浸水痕跡と災害廃棄物屋根上まで浸水した大量の自動車

要請があれば現地に行って支援する

建築士さんと同行した調査

➡ り災証明の判定変更の意見書を書いてもらう

技術士さんと同行した調査

➡ 現地の二次災害のリスクを評価してもらったり、
 長期避難世帯の認定必要性に関する意見書の作成
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残る浸水痕跡と災害廃棄物屋根上まで浸水した大量の自動車

仮設住宅期に入ったら支え合いセンター（社協など）と連携する

比較的規模の大きい災害では、
自治体や社協（受託）によって、仮設住宅などを
訪問して、被災者の困りごとを把握し、生活再建

を支えるための「地域支え合いセンター」
（厚労省補助事業）が設立されます

↑
支え合いセンターの職員との意見交換会
台風１５号では、支え合いセンターの全ての
職員さんに、支援制度の研修も実施しまし
た

・支え合いセンターの職員がいつでも弁護士会に相談
できるメーリングリストを作成し、常時、助言

・職員に弁護士が同行しての個別訪問支援活動

・職員が現地相談ブースに被災者と一緒に相談に

・職員の個別訪問調査の際のポイントを、研修などで
アドバイスします

（センターとの連携で静岡県弁護士会でおこなっていること）
※令和４年台風１５号での静岡市での例
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伊豆山ささえ逢いセンターでは、弁護士会がささえ逢いセンターの
ケース会議に参加
➡個別事案を一緒に考える
➡仮設住宅への訪問支援をする世帯の選別

熱海市の伊豆山ささえ逢いセンターでのケース会議の様子
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仮設住宅期に入ったら支え合いセンター（社協など）と連携する



使える支援制度を台紙に貼って、被災者の生活再建を視覚化
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被災者支援情報さぽーとぺーじ

ひ さ ぽ

被災者の生活再建の
ために利用できる

たくさんの支援情報ツールが
あることを知るところから！

「ひさぽ」 で検索して
ツールをダウンロード！

参考資料（支援情報ツール）
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福岡県広川町での被災者支援カードを参考にして
下さった支援制度資料（令和５年７月豪雨）

支
援
制
度
ツ
ー
ル

全
国
で
の
活
用
の
広
が
り

和歌山県海南市の被災者相談ブースの様子
（弁護士など支援専門家による活用）

奥能登地震（珠洲市）でのNPOの個別訪問による公的支援
制度の情報提供（写真提供：NPO法人レスキューストックヤード）

国の自治体向け被災者支援手引き資料での活用 21



必ず知っていただきたい支援制度 ９つ

これ以外の支援
制度は、自治体
のHPなどで確
認しましょう！

22

「
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
実
施
の
手
引
き
」

（
内
閣
府
）



支援制度の全体像（発災直後の周知も大切）

自治体の職員さんや被災者相談
の担当者もこの表を手元に置い

て、制度の全体像
を把握して下さっています

静岡の台風１５号の際は、２０００
世帯以上の被災者に静岡市

から配布もされました
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「
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
実
施
の
手
引
き
」

（
内
閣
府
）



災 害 直 後 修 理 の 実 施 準 備 修 理 の 実 施

持家を修理するロードマップ

応
急
修
理
制
度
の
検
討

（
準
半
壊
以
上
）

応
急
仮
設
住
宅

の
入
居
検
討

基
礎
支
援
金
の
申
請

（
大
規
模
半
壊
以
上
）

加
算
支
援
金
の
申
請

（
中
規
模
半
壊
以
上
）

修
理
見
積
り

を
複
数
と
る

修
理
契
約

※

応
急
修
理
制
度
を
使
う
場
合
は

事
前
に
自
治
体
に
相
談

修
理
完
了災

害
復
興

住
宅
融
資

の
利
用
検
討

支救

救

支

※

民
間

ロ
ー
ン

の
検
討

OR

※ 応急修理制度を使うと、
①修理完了後や
②発災後６か月経過後は
応急仮設住宅（みなし仮設住宅）に入れなくなる可能性があります

雑
損
控
除 

の
申
請
検
討

災
害
援
護
資
金
貸
付 

の
検
討

救

り
災
証
明
書 

の
申
請

写
真
・
動
画 

で
被
害
撮
影

保
険
・
共
済 

の
確
認
・
電
話

自
宅
の
片
づ
け
・
乾
燥
・
消
毒

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
用
検
討
）

被
災
ロ
ー
ン
減
免
制
度 

の
検
討

救

自
治
体
独
自
の
支
援
制
度
確
認

救

支

・・・災害救助法が適用されたとき
※ 災害援護資金貸付は都道府県内に救助法の適用自治体が１つでもあればOK
※ 被災ローン減免制度は、国内にその災害に関する救助法の適用自治体が１つでもあ

 ればOK

・・・被災者生活再建支援法が適用されたとき
※ この法律が適用されない場合でも同様の支援金を給付する独自の制度がある都道府県が

複数ある

公
営

住
宅

の
検
討

相談者さんと一緒に、このロード
マップをみながら、いまどの位置に
いるか確認してみましょう
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大規模
半壊

中規模
半壊

半壊

準半壊

一部損壊

単位：万円

１７０

１７０

１７０

７０．６

７０．６

７０．６

３４．３

５０
（単身３７．５）

上限１２００
（評価の6割）

（評価の6割）

（評価の6割）

（評価の6割）

（評価の6割）

１００
（単身７５）

５０
（単身37.5）

どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

上限１２００

上限１２００

上限１２００

上限１２００

家財の3分の
1以上の損害

あれば150

家財の3分の
1以上の損害

あれば150

ご相談者の方の罹災証明
の段だけをみればいいんだね

修理の支援制度
（チェックシート）

どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

使えること
が多い

普通の
住宅
ローン

利息の
返済だけ
の特例

使える支援制度
などを

この表の左から順番に
チェックしていこう！

・
自
治
体
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
を
確
認
し
て
検
討
す
る
。

使えること
が多い

使えること
が多い

・
災
害
で
借
金
の
返
済
に
困
っ
て
い
れ
ば
検
討
す
る
！

・
借
金
が
な
け
れ
ば
検
討
不
要
で
す
。

・
こ
の
４
枚
の
使
え
る
支
援
に
も
れ
が
な
い
か
確
認
す
る
。

・
避
難
生
活
中
の
ご
家
族
の
死
亡
は
、
弔
慰
金
請
求
を
検
討
。

・
税
金
を
お
さ
め
て
い
る
場
合
は
必
ず
ご
説
明
を
！

確
定
申
告
す
れ
ば
、
税
金
が
減
額
、
免
除
に
な
る
可
能
性

災害救助法と被災者生活
再建支援法がその自治体に
適用されている前提の表
なのでそこは注意
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災 害 直 後 建 物 の 解 体 な ど 建 替 え の 実 施

公
費
解
体
制
度

（
対
象
に
な
る
時)

基
礎
支
援
金
の
申
請

（
半
壊
以
上
は
可
能
性
あ
り
）

加
算
支
援
金
の
申
請

（
半
壊
以
上
は
可
能
性
あ
り
）

解
体
見
積
り
を
複
数
と
る

建
築
契
約

建
替
え
完
了

支 支
自
費
で

解
体

OR

建
築
見
積
り
を
複
数
と
る

災
害
復
興

住
宅
融
資

の
利
用
検
討

民
間

ロ
ー
ン

の
検
討

OR

雑
損
控
除 

の
申
請
検
討

災
害
援
護
資
金
貸
付 

の
検
討

救

り
災
証
明
書 

の
申
請

写
真
・
動
画 

で
被
害
撮
影

保
険
・
共
済 

の
確
認
・
電
話

自
宅
の
片
づ
け
・
乾
燥
・
消
毒

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
用
検
討
）

被
災
ロ
ー
ン
減
免
制
度 

の
検
討

救

自
治
体
独
自
の
支
援
制
度
確
認

応
急
仮
設
住
宅

の
入
居
検
討

救

公
営

住
宅

の
検
討

相談者さんと一緒に、このロード
マップをみながら、いまどの位置に
いるか確認してみましょう

現地で建替えのロードマップ 救

支

・・・災害救助法が適用されたとき
※ 災害援護資金貸付は都道府県内に救助法の適用自治体が１つでもあればOK
※ 被災ローン減免制度は、国内にその災害に関する救助法の適用自治体が１つでもあ

 ればOK

・・・被災者生活再建支援法が適用されたとき
※ この法律が適用されない場合でも同様の支援金を給付する独自の制度がある都道府県が

複数ある
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大規模
半壊

中規模
半壊

半壊

準半壊

２００
（単身150）

20０
（単身150）
※解体を前提

２００
（単身150）
※解体を前提

２００
（単身150）
※解体を前提

全壊
１００

（単身７５）

１００
（単身７５）
※解体を前提

１００
（単身７５）
※解体を前提

１００
（単身７５）
※解体を前提

３５０

２５０

２５０

２５０

家財の3分の
1以上の損害

あれば150

（評価の6割）

（評価の6割）

（評価の6割）

（評価の6割）

上限２７００

上限２７００

上限２７００

上限２７００

単位：万円

どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

通常は
使える使える

使える支援制度
などを

この表の左から順番に
チェックしていこう！ご相談者の方の罹災証明

の段だけをみればいいんだね

使えること
が多い

使えること
が多い

使えること
が多い

・
自
治
体
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
を
確
認
し
て
検
討
す
る
。

・
こ
の
４
枚
の
使
え
る
支
援
に
も
れ
が
な
い
か
確
認
す
る
。

・
避
難
生
活
中
の
ご
家
族
の
死
亡
は
、
弔
慰
金
請
求
を
検
討
。

・
税
金
を
お
さ
め
て
い
る
場
合
は
必
ず
ご
説
明
を
！

確
定
申
告
す
れ
ば
、
税
金
が
減
額
、
免
除
に
な
る
可
能
性

災害救助法と被災者生活
再建支援法がその自治体に
適用されている前提の表
なのでそこは注意

・
特
定
非
常
災
害
の
場
合
と
、
自
治
体

が
独
自
に
実
施
す
る
場
合
は
使
え
る

・
災
害
で
借
金
の
返
済
に
困
っ
て
い
れ
ば
検
討
す
る
！

・
借
金
が
な
け
れ
ば
検
討
不
要
で
す
。

解体・現地建替えの支援制度
（チェックシート）

普通の
住宅
ローン

利息の
返済だけ
の特例
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災 害 直 後 解体 や 土地売却 など 転 居 （賃貸借・建築・購入）

公
費
解
体
制
度

（
対
象
に
な
る
時
）

基
礎
支
援
金
の
申
請

（
半
壊
以
上
は
可
能
性
あ
り
）

加
算
支
援
金
の
申
請

（
半
壊
以
上
は
可
能
性
あ
り
）

建
築
完
了
・
入
居
な
ど

災
害
援
護
資
金
貸
付
の
検
討

支 支救
自
費
で

解
体
OR

建
築
・
購
入

賃
借

建
築
契
約
・

売
買
契
約

建
築
見
積
り

・
物
件
探
し

災
害
復
興

住
宅
融
資

利
用
検
討

民
間

ロ
ー
ン

の
検
討

物
件

探
し

賃
貸
借

契
約土

地
売
却 

の
検
討

雑
損
控
除  

の
申
請
検
討

り
災
証
明
書 

の
申
請

写
真
・
動
画 

で
被
害
撮
影

保
険
・
共
済 

の
確
認
・
電
話

自
宅
の
片
づ
け
・
乾
燥
・
消
毒

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
用
検
討
）

被
災
ロ
ー
ン
減
免
制
度 

の
検
討

救

自
治
体
独
自
の
支
援
制
度
確
認

解
体
見
積
り
を
複
数
と
る

応
急
仮
設
住
宅

の
入
居
検
討

救

公
営

住
宅

の
検
討

相談者さんと一緒に、このロード
マップをみながら、いまどの位置に
いるか確認してみましょう

解体して転居のロードマップ 救

支

・・・災害救助法が適用されたとき
※ 災害援護資金貸付は都道府県内に救助法の適用自治体が１つでもあればOK
※ 被災ローン減免制度は、国内にその災害に関する救助法の適用自治体が１つでもあ

 ればOK

・・・被災者生活再建支援法が適用されたとき
※ この法律が適用されない場合でも同様の支援金を給付する独自の制度がある都道府県が

複数ある
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大規模
半壊

中規模
半壊

半壊

準半壊

（評価の6割）

（評価の6割）

（評価の6割）

（評価の6割）

全壊
１００

（単身７５）

１００
（単身７５）
※解体を前提

１００
（単身７５）
※解体を前提

１００
（単身７５）
※解体を前提

すべて
解体が前提

建築・購入
200（単身150）

50（単身37.5）

建築・購入

借家に転居
200（単身150）

50（単身37.5）

建築・購入
200（単身150）

50（単身37.5）

建築・購入
200（単身150）

50（単身37.5）

すべて
建築・購入の場合のみ

２５０

１７０

１７０

１７０

上限３７００

上限３７００

上限３７００

上限３７００

家財の3分の
1以上の損害

あれば150

単位：万円

どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

・
税
金
を
お
さ
め
て
い
る
場
合
は
必
ず
ご
説
明
を
！

確
定
申
告
す
れ
ば
、
税
金
が
減
額
、
免
除
に
な
る
可
能
性

借家に転居

借家に転居

借家に転居

使える
・
こ
の
４
枚
の
使
え
る
支
援
に
も
れ
が
な
い
か
確
認
す
る
。

・
避
難
生
活
中
の
ご
家
族
の
死
亡
は
、
弔
慰
金
請
求
を
検
討
。

使える支援制度
などを

この表の左から順番に
チェックしていこう！ご相談者の方の罹災証明

の段だけをみればいいんだね

使えること
が多い

使えること
が多い

使えること
が多い

・
自
治
体
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
を
確
認
し
て
検
討
す
る
。

・
特
定
非
常
災
害
の
場
合
と
、
自
治
体

が
独
自
に
実
施
す
る
場
合
は
使
え
る

通常は
使える

災害救助法と被災者生活
再建支援法がその自治体に
適用されている前提の表
なのでそこは注意

・
災
害
で
借
金
の
返
済
に
困
っ
て
い
れ
ば
検
討
す
る
！

・
借
金
が
な
け
れ
ば
検
討
不
要
で
す
。

解体して転居の時の支援制度
（チェックシート）

普通の
住宅
ローン

利息の
返済だけ
の特例
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災 害 直 後 再建方法の選択 再建（修理・新たな賃貸借・建築・購入）

り
災
証
明
書
の
申
請

写
真
・
動
画 

で
被
害
撮
影

保
険
・
共
済
の
確
認
・
電
話

（
賃
借
人
が
契
約
の
場
合
）

片
づ
け
・
乾
燥
・
消
毒

（
大
家
さ
ん
と
相
談
）

基
礎
支
援
金
の
申
請

（
半
壊
＋
大
家
さ
ん
に
よ
る
解
体
、

ま
た
は
大
規
模
半
壊
以
上
）

大家さんとの
修理の話し合

い災
害
援
護
資
金
貸
付 

の
検
討

支救 住
み

続
け
る

転
居
す
る

大
家
さ
ん
と
賃
料
の

話
合
い
（
弁
護
士
相
談
も
）

加
算
支
援
金

の
申
請
を
相
談

建
築
完
了
・
入
居

支

建
築
・
購
入

賃
借

建
築
契
約
・

売
買
契
約

建
築
見
積
り

・
物
件
探
し

災
害
復

興
住
宅

融
資

利
用
検
討

物
件

探
し

賃
貸
借

契
約

雑
損
控
除  

の
申
請
検
討

被
災
ロ
ー
ン
減
免
制
度 

検
討

自
治
体
独
自
の
支
援
制
度
の
確
認

救

民
間

ロ
ー
ン

の
検
討

応
急
仮
設
住
宅

の
入
居
検
討

救

公
営

住
宅

の
検
討

修
理
完
了

相談者さんと一緒に、このロード
マップをみながら、いまどの位置に
いるか確認してみましょう

賃借人の方のロードマップ 救

支

・・・災害救助法が適用されたとき
※ 災害援護資金貸付は都道府県内に救助法の適用自治体が１つでもあればOK
※ 被災ローン減免制度は、国内にその災害に関する救助法の適用自治体が１つでもあ

 ればOK

・・・被災者生活再建支援法が適用されたとき
※ この法律が適用されない場合でも同様の支援金を給付する独自の制度がある都道府県が

複数ある
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（評価の6割）

（評価の6割）

（評価の6割）

（評価の6割）

家財の3分の
1以上の損害

あれば150

１００
（単身７５）

５０
（単身37.5）

大家さんが解体すれ
ば全壊と同じ金額

200（単身150）

50（単身37.5）

200（単身150）

50（単身37.5）

100（単身75）

25（単身18.75）

大家さんが
解体すれば
全壊と同金額

・

・

・
・

・

・
・ 

原則なし

原則なし 原則なし

上限３７００

上限３７００

上限３７００

上限３７００

単位：万円

ご相談者の方の罹災証明
の段だけをみればいいんだね

使える支援制度
などを

この表の左から順番に
チェックしていこう！

災害救助法と被災者生活
再建支援法がその自治体に
適用されている前提の表
なのでそこは注意

大規模
半壊

中規模
半壊

半壊

準半壊

全壊 ２５０

１７０

１７０

１７０

使える
・
こ
の
４
枚
の
使
え
る
支
援
に
も
れ
が
な
い
か
確
認
す
る
。

・
避
難
生
活
中
の
ご
家
族
の
死
亡
は
、
弔
慰
金
請
求
を
検
討
。

使えること
が多い

使えること
が多い

使えること
が多い

・
自
治
体
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
を
確
認
し
て
検
討
す
る
。

・
税
金
を
お
さ
め
て
い
る
場
合
は
必
ず
ご
説
明
を
！

確
定
申
告
す
れ
ば
、
税
金
が
減
額
、
免
除
に
な
る
可
能
性

どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

どちらかを選択

すべて
建築・購入の場合のみ

建築・購入

建築・購入

借家に転居

建築・購入

借家に転居

借家に転居

・
災
害
で
借
金
の
返
済
に
困
っ
て
い
れ
ば
検
討
す
る
！

・
借
金
が
な
け
れ
ば
検
討
不
要
で
す
。

賃借人の方の支援制度
（チェックシート）

普通の
住宅
ローン

利息の
返済だけ
の特例
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